
 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 11月 30日（土）午後２時から、テラス沼田６階コミュニティテラス会議

室 601 において、北毛法律事務所 弁護士 眞庭裕一郎さんを講師にお招きし、団体

活動におけるポスター・チラシ作りに密接に関わる法律講座を開催しました。 

講義では、著作権をはじめ、商標権・肖像権・パブリシティ権・プライバシー権な

どの知的財産権や新しい人権についてご説明いただいた後、実際にポスター・チラシ

を制作する際の留意点について、具体的な事例を挙げ丁寧に解説していただきました。 

参加者からは、「ポスター・チラシ制作時に気をつけるポイントを理解できた」「ポ

スターやチラシを作るので、ためになりました」といった感想が寄せられました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１６回市民活動実践講座 


